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供託の場合（第一号の二様式）

押
印

は
不

要
で
す
。

第
一

号
の

二
様

式
（
第

五
条

関
係

）

（
Ａ
４
）

届
出

時
の

許
可

番
号

東
京

都
（
特

-
●

）
第

●
●

●
号

商
号

又
は

名
称

都
庁

建
設

株
式

会
社

基
準
日

令
和

８
年

３
月

３
１
日

氏
名

（
法

人
に
あ
っ
て
は

、
代

表
者

の
氏

名
）

都
庁

太
郎

１
住

宅
建

設
瑕

疵
担

保
保

証
金

の
供

託
の

対
象

と
す
べ

き
新

築
住

宅
に
つ
い
て

1
春

田
邸

東
京

都
新

宿
区

●
●

1-
1-
1

春
田

さ
く
ら

令
和

7年
11
月

2日
1

2
サ

ン
マ
ン
シ
ョ

ン
東

京
都

調
布

市
●

●
9-

9-
9

夏
野

太
陽

令
和

8年
1月

10
日

12
0

60

3
秋

山
荘

東
京

都
足

立
区

●
●

5-
5-
5

秋
山

も
み

じ
令

和
8年

3月
4日

15
75
%

11
.2
5

14
-◆

◆
◆

▲
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建
設

㈱
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%
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合
計

1
12
0

60
15

11
.2
5

注
１

「
建

設
新

築
住

宅
」
と
は

、
法

第
３
条

第
２
項

に
規

定
す
る
建

設
新

築
住

宅
を
い
う
。

注
２

「
建

設
瑕

疵
負

担
割

合
」
と
は

、
令

第
３
条

第
１
項

に
規

定
す
る
建

設
瑕

疵
負

担
割

合
を
い
う
。

注
３

「
合

計
」
の

欄
は

、
各

列
の

戸
数

の
合

計
を
記

載
す
る
も
の

と
し
、
各

面
が

複
数

頁
に
わ

た
る
場

合
に
は

各
面

の
最

終
頁

に
記

載
す
る
も
の

と
す
る
。

２
住

宅
建

設
瑕

疵
担

保
責

任
保

険
契

約
を
締
結

し
た
新

築
住
宅

に
つ
い
て

（
全

て
供

託
の

た
め
省

略
）

住
宅

建
設

瑕
疵

担
保

保
証

金
の

供
託

及
び
住

宅
建

設
瑕

疵
担

保
責

任
保

険
契
約

の
締

結
の

状
況

の
一
覧

表

(第
一

面
）

整
理

番
号

請
け
負
っ
た
建
設

工
事
の
名
称

工
事
現
場
の
所
在
地

発
注
者
の
商

号
、
名
称
又
は

氏
名

許
可
番
号

商
号
、
名
称

又
は
氏
名

法
第
３
条
第
４
項
に
規
定
す
る
書
面
に
負

担
の
割
合
が
記
載
さ
れ
た
建
設
業
者

建
設
新
築
住

宅
（
そ
の
床
面

積
の
合
計
が

令
第
２
条
に

定
め
る
面
積

以
下
の
建
設

新
築
住
宅
又

は
令
第
３
条

第
１
項
に
規

定
す
る
建
設

新
築
住
宅
を

除
く
。
）
の
戸

数

令
第
３
条
第
２

項
の
算
定
特

例
適
用
後
の

戸
数
（
イ
×
建

設
瑕
疵
負
担

割
合
）

そ
の
床
面
積

の
合
計
が
令

第
２
条
に
定

め
る
面
積
以

下
の
建
設
新

築
住
宅
で

あ
っ
て
、
か

つ
、
令
第
３
条

第
１
項
に
規

定
す
る
建
設

新
築
住
宅
で

あ
る
も
の
の

戸
数
（
ウ
）

建
設
瑕
疵

負
担
割
合

(第
二

面
）

そ
の
床
面
積

の
合
計
が
令

第
２
条
に
定

め
る
面
積
以

下
の
新
築
住

宅
（
令
第
３
条

第
１
項
に
規

定
す
る
建
設

新
築
住
宅
を

除
く
。
）
の
戸

数
（
ア
）

法
第
３
条
第
３

項
の
算
定
特

例
適
用
後
の

戸
数
（
ア
×

0
.5
）

令
第
３
条
第
１

項
に
規
定
す

る
建
設
新
築

住
宅
（
そ
の
床

面
積
の
合
計

が
令
第
２
条

に
定
め
る
面

積
以
下
の
建

設
新
築
住
宅

を
除
く
。
）
の

戸
数
（
イ
）

建
設
瑕
疵
負

担
割
合

引
渡
日

基
準
日
前
1
年
間
に
発
注
者
に
引
き
渡
し
た
建

設
新
築

住
宅
の

戸
数

建
設
瑕
疵

負
担
割
合

法
第
３
条
第
３

項
及
び
令
第

３
条
第
２
項
の

算
定
特
例
適

用
後
の
戸
数

（
ウ
×
0
.5
×

建
設
瑕
疵
負

担
割
合
）

（
ア
）
（
イ
）
（
ウ
）

以
外
の
戸
数

床
面
積

5
5
㎡
以
下

の
戸
数
（
共
同
請

負
を
除
く
。
）

1
号
様
式

2
-
1
（
1
）

に
つ
い
て
記
載

分
数
ま
た

は
％
で
記
入

小
数
点

2
位
未

満
の
端
数
は

切
り
上
げ

共
同
請
負
し
た
他
の
建
設
業

者
に
つ
い
て
、
許
可
番
号
・
商

号
・
負
担
割
合
を
記
載

共
同
請
負
し
た
新
築
住
宅

の
う
ち
床
面
積

5
5
㎡
以
下
の

住
宅
に
つ
い
て
記
載

供
託
の
み
の
場
合
「
全
て
供
託
の
た
め
省
略
」
と
記

載
供
託
・
保
険
併
用
の
場
合
は
第

2
面
を
添
付

1
号
様
式

2
-
1
（
2
）

に
つ
い
て
記
載

1
号
様
式

2
-
1
（
3
）

に
つ
い
て
記
載

1
号
様
式

2
-
1
（
4
）

に
つ
い
て
記
載

共
同
請
負
し
た
戸

数
（
床
面
積

5
5
㎡

以
下
を
除
く
。
）

複
数
ペ
ー
ジ
に
な
る
場
合
、
１
枚
目
の
み
の
記
載
で
構
い
ま
せ
ん
。

複
数
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
場
合
、
合
計
欄
は
最
終
ペ
ー
ジ
に
記
載


